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本 計 画 は 、 有 明 海 及 び 八 代 海 等 を 再 生 す る た め の 特 別 措 置 に 関 す る 法 律

（ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 第 １ 項 に 基 づ き 、 有 明 海 や 橘 湾 （ 及 び 八 代 海 ） の 海

域 の 環 境 の 保 全 及 び 改 善 並 び に 当 該 海 域 に お け る 水 産 資 源 の 回 復 等 に よ る 漁

業 の 振 興 に 関 し 、 国 が 定 め た 基 本 方 針 を 踏 ま え て 、 本 県 に お い て 実 施 す べ き 施

策 に つ い て 定 め た も の で あ る 。

１ 方 針

（ １ ） 趣 旨

有 明 海 及 び 橘 湾 は 、 地 域 固 有 の 生 物 が 多 数 生 息 す る な ど 貴 重 な 生 態 系

を 育 む 一 方 、 こ れ ま で 多 く の 水 産 物 を 産 出 し 、 広 く 国 民 に 供 給 し て き た 。

し か し な が ら 、 底質の泥化や有機物のたい積等海域の環境が悪化し、赤潮の増加

や貧酸素水塊の発生等が見られる中で、二枚貝をはじめとする漁業資源の悪化が進

み、海面漁業生産は減少を続けている。こ の よ う な 状 況 を 背 景 に 「 有 明 海 及 び 八

代 海 を 再 生 す る た め の 特 別 措 置 に 関 す る 法 律 」 が 平 成 １ ４ 年 １ １ 月 ２ ９ 日 に

公 布 、 施 行 さ れ た 。 さ ら に 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ ２ 日 に は 、 橘 湾 を 対 象 海 域 と す る

こ と や 赤 潮 被 害 者 へ の 被 害 救 済 対 策 等 の 強 化 な ど の 改 正 が 行 わ れ た 。

本 県 と し て は 、 貴 重 な 国 民 的 財 産 で あ る 有 明 海 及 び 橘 湾 の 特 徴 的 な 生 物

生 態 系 を 保 全 し 、 併 せ て 本 海 域 の 漁 業 生 産 力 を 高 め 、 将 来 に わ た り そ の 恵

沢 を 享 受 し て い く た め 、 陸 域 を 起 源 と す る 環 境 負 荷 の 削 減 を は じ め と し た 海

域 環 境 の 保 全 及 び 改 善 の た め に 実 施 す べ き 施 策 と 、 水 産 資 源 の 回 復 等 に

よ る 漁 業 の 振 興 の た め に 実 施 す べ き 施 策 を 、 国 や 関 係 県 、 関 係 市 と 連 携

し 、 漁 業 者 、 地 域 住 民 を は じ め と す る 関 係 者 の 協 力 の 下 で 、 こ の 計 画 に 基

づ き 実 施 す る こ と に よ り 、 有 明 海 及 び 橘 湾 の 再 生 を 着 実 に 推 進 し て い く こ と

と す る 。

（ ２ ） 目 標

① 有 明 海 及 び 橘 湾 の 環 境 の 保 全 及 び 改 善

水 質 環 境 基 準 の 達 成 ・ 維 持 を 目 標 と す る 。 さ ら に 、 赤 潮 の 発 生 及 び 貧 酸

素 水 塊 の 発 生 を 抑 制 し 、 底 生 生 物 を 含 め た 多 様 な 生 態 系 の 回 復 を 図 る と と

も に 、 水 質 浄 化 機 能 を 有 し 、 生 物 の 生 息 ・ 生 育 地 と し て 重 要 な 干 潟 等 が 現

状 よ り で き る だ け 減 少 す る こ と が な い よ う 保 全 さ れ 、 ま た 必 要 に 応 じ そ の 修

復 ・ 造 成 を 図 る こ と を 目 標 と す る 。

② 水 産 資 源 の 回 復 等 に よ る 漁 業 の 振 興

ノ リ を は じ め と す る 養 殖 業 、 採 貝 を は じ め と す る 海 面 漁 業 及 び 有 明 海 及 び

橘 湾 特 産 種 等 の 生 産 が そ れ ぞ れ 持 続 的 に 行 わ れ る こ と を 目 標 と す る 。

ノ リ 養 殖 、 魚 類 養 殖 等 に つ い て は 、 漁 場 の 収 容 力 を 適 正 に 利 用 し て 安 定
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的 ・ 持 続 的 な 生 産 を 可 能 に す る こ と を 目 標 と す る 。

採 貝 等 の 海 面 漁 業 に つ い て は 、 生 産 量 の 減 少 の 原 因 究 明 に 努 め る と と も

に 、 資 源 量 や 生 産 量 の 増 加 が 確 認 さ れ て い る 魚 介 類 に つ い て は 、 持 続 的 な

利 用 に 向 け 生 産 量 を 回 復 さ せ る こ と 、 そ の 他 の 魚 介 類 に つ い て は 、 生 産 量

を 回 復 方 向 に 転 じ さ せ る こ と を 目 標 と す る 。

有 明 海 及 び 橘 湾 特 産 種 等 に つ い て は 、 地 域 の 食 文 化 と し て も 重 要 で あ

り 、 適 切 に 保 存 ・ 管 理 が な さ れ る こ と を 目 標 と す る 。

２ 海 域 環 境 の 保 全 及 び 改 善 並 び に 水 産 資 源 の 回 復 等 に よ る 漁 業

の 振 興 の た め の 施 策

（ １ ） 水 質 等 の 保 全

有 明 海 及 び 橘 湾 で は 、 化 学 的 酸 素 要 求 量 （ COD） 、 全 窒 素 （ Ｔ － Ｎ ） 及 び

全 燐 （ Ｔ － Ｐ ） に つ い て 、 一 部 環 境 基 準 を 超 過 し て い る 地 点 が 見 ら れ る 。 よ

っ て 、 海 域 の 富 栄 養 化 未 然 防 止 の 観 点 か ら 汚 濁 負 荷 量 削 減 の た め の 施 策

を 講 じ る 必 要 が あ る 。

① 汚 濁 負 荷 の 総 量 の 削 減 に 資 す る 措 置

生 活 排 水 対 策 、 工 場 ・ 事 業 場 排 水 対 策 、 農 業 ・ 畜 産 業 排 水 対 策 等 各 種

対 策 の 実 効 性 を 確 保 す る た め 、 汚 濁 負 荷 量 （ 化 学 的 酸 素 要 求 量 、 窒 素 含

有 量 、 燐 含 有 量 ） を 定 量 的 に 把 握 す る と と も に 、 次 の 対 策 を 講 じ る も の と す

る 。 ま た 、 汚 濁 負 荷 の 実 態 を 踏 ま え 、 新 た な 総 量 削 減 方 策 を 検 討 す る 。

・ 生 活 排 水 対 策

生 活 排 水 に よ る 汚 濁 負 荷 量 削 減 の た め 、 長 崎 県 の 汚 水 処 理 構 想 に 基

づ き 、 下 水 道 、 農 ・ 漁 業 集 落 排 水 及 び 浄 化 槽 等 の 生 活 排 水 処 理 施 設 の

整 備 を 促 進 す る 。 ま た 、 水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ く 生 活 排 水 対 策 重 点 地

域 に お い て は 、 同 法 に 基 づ く 「 生 活 排 水 対 策 推 進 計 画 」 に よ る 生 活 排 水

対 策 を 推 進 す る 。

な お 、 下 水 道 に つ い て は 、 有 明 海 流 域 別 下 水 道 整 備 総 合 計 画 を も と

に 窒 素 及 び 燐 を 削 減 す る た め 、 高 度 処 理 施 設 の 設 置 に つ い て も 検 討 す

る 。

・ 工 場 ・ 事 業 場 排 水 対 策

水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ き 、 工 場 ・ 事 業 場 排 水 規 制 を 行 う 。 ま た 、 水 質

汚 濁 防 止 法 の 規 制 を 受 け な い 小 規 模 の 事 業 場 に 対 し て は 、 必 要 に 応

じ 、 適 正 な 排 水 方 法 に つ い て 指 導 を 行 う 。

・ 農 業 ・ 畜 産 業 対 策
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水 管 理 や 水 質 汚 濁 防 止 の 観 点 か ら 、 浅 水 代 か き や カ バ ー プ ラ ン ツ 栽

培 な ど に よ る 土 壌 ・ 濁 水 の 流 失 防 止 対 策 の 実 施 、 県 施 肥 基 準 に 則 し た

作 物 栽 培 、 土 壌 分 析 に 基 づ く 適 正 施 肥 を 推 進 す る と と も に 、 ほ 場 の 勾 配

修 正 な ど 水 質 保 全 に 資 す る 農 業 生 産 基 盤 を 整 備 す る こ と に よ り 、 農 業 に

お け る 汚 濁 負 荷 の 低 減 を 図 る 。

「 家 畜 排 せ つ 物 の 管 理 の 適 正 化 及 び 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 」 に 基

づ き 、 家 畜 ふ ん 尿 処 理 施 設 の 適 正 管 理 を 徹 底 す る と と も に 、 生 産 さ れ る

堆 肥 を 土 づ く り に 有 効 利 用 で き る よ う 、 良 質 堆 肥 の 生 産 や 広 域 流 通 を 推

進 す る 。                   

・ 養 殖 漁 場 対 策

養 殖 漁 場 か ら の 汚 濁 負 荷 削 減 に つ い て は 、 持 続 的 養 殖 生 産 確 保 法 に

基 づ き 、 養 殖 業 に お い て 飼 料 の 改 善 を 進 め 、 環 境 へ の 負 荷 の 大 き い 生

餌 か ら 負 荷 の 小 さ い 配 合 飼 料 へ の 転 換 を 一 層 進 め る と と も に 、 給 餌 の

量 及 び そ の 質 、 放 養 密 度 や 施 設 配 置 の 適 正 化 等 を 推 進 す る 。 ま た 、 ノ リ

養 殖 に 使 用 さ れ る 酸 処 理 剤 の 適 正 利 用 を 徹 底 す る 。

・ そ の 他 の 対 策

河 川 を 通 じ て 流 入 す る 汚 濁 負 荷 量 の 削 減 を 図 る た め 、 必 要 に 応 じ 河

川 に お け る 浄 化 対 策 に 努 め る も の と す る 。

② 海 域 等 の 直 接 浄 化 対 策

・ 漂 流 物 の 除 去 、 海 岸 漂 着 物 の 処 理 等

海 上 に 漂 流 し 、 又 は 海 浜 に 漂 着 す る ご み 及 び 油 、 海 底 に 存 す る ご み 等

に つ い て 、 有 明 海 に お い て 、 国 は 調 査 観 測 兼 清 掃 船 等 に よ る 漂 流 ご み

の 回 収 を 行 う ほ か 、 県 は 有 明 海 ｸﾘｰﾝｱｯﾌ ﾟ事 業 に よ り 漁 業 者 に よ る 海 面

の 清 掃 を 行 う と と も に 、 海 面 、 海 浜 に お け る 投 棄 に 対 す る 取 締 り の 強

化 、 海 浜 清 掃 の 実 施 を 図 る 。 あ わ せ て 、 住 民 等 へ の 広 報 活 動 の 実 施 、

清 掃 活 動 へ の 住 民 参 加 の 推 進 等 を 通 じ 、 海 面 ・ 海 浜 の 美 化 意 識 の 向 上

に 努 め る 。

ま た 、 長 崎 県 海 岸 漂 着 物 対 策 推 進 計 画 に 基 づ き 、 関 係 者 の 適 切 な 役

割 分 担 と 幅 広 い 連 携 ・ 協 力 の 下 で 、 そ の 円 滑 な 処 理 と 効 果 的 な 発 生 抑

制 対 策 を 行 う と と も に 、 近 年 頻 発 す る 豪 雨 等 に 伴 い 発 生 す る 漂 流 ・ 漂 着

ご み の 円 滑 か つ 迅 速 な 処 理 を 推 進 す る 。

さ ら に 、 地 元 自 治 体 や 流 域 住 民 と の 連 携 を 図 り つ つ 、 海 域 に 流 入 す る

河 川 等 に お け る 清 掃 ・ 美 化 活 動 の 実 施 と 住 民 の 美 化 意 識 の 向 上 に も 努

め る 。
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・ 覆 土 ・ し ゅ ん せ つ 等 に よ る 底 質 の 改 善

汚 泥 等 が 堆 積 し て い る 海 底 に お い て は 、 底 泥 か ら の 栄 養 塩 類 等 の 溶

出 、 貧 酸 素 水 塊 の 形 成 を 抑 制 す る た め 、 必 要 に 応 じ て 覆 土 、 し ゅ ん せ

つ 、 海 底 耕 う ん 等 の 対 策 を 行 う 。

・ 海 底 に 堆 積 し た ご み 等 の 除 去

ご み 等 が 堆 積 し て い る 海 底 に お い て は 、 刺 し 網 等 漁 具 の 損 傷 、 ご み

の 入 網 に よ る 漁 業 操 業 の 支 障 、 漁 獲 物 の 損 傷 に よ る 商 品 価 値 の 低 下 等

を 防 止 す る た め 、 必 要 に 応 じ 堆 積 物 の 除 去 を 行 う 。 ま た 、 漁 業 者 が 操 業

時 に 回 収 し た ご み の 持 ち 帰 り を 促 進 す る た め 、 環 境 省 の 「 海 岸 漂 着 物 等

地 域 対 策 推 進 事 業 」 に よ る 補 助 金 を 活 用 す る な ど 県 及 び 市 町 が 連 携 し 、

そ の 処 理 を 推 進 す る 。

③ そ の 他

   ・ 有 害 化 学 物 質 等 の 規 制

揮 発 性 有 機 化 合 物 、 ダ イ オ キ シ ン 類 等 有 害 性 の あ る 化 学 物 質 に つ い

て は 、 特 定 化 学 物 質 の 環 境 へ の 排 出 量 の 把 握 等 及 び 管 理 の 改 善 の 促

進 に 関 す る 法 律 に 基 づ き 、 排 出 量 の 把 握 ・ 管 理 を 促 進 す る と と も に 、 水

質 汚 濁 防 止 法 及 び ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 に 基 づ き 規 制 を 行

う 。

・ 水 質 等 の 監 視 測 定

公 共 用 水 域 の 水 質 汚 濁 の 状 況 を 把 握 す る た め 、 調 査 観 測 兼 清 掃 船 の

活 用 な ど 国 等 と の 連 携 を 強 化 し つ つ 、 長 崎 県 公 共 用 水 域 及 び 地 下 水 の

水 質 測 定 計 画 に 基 づ く 定 期 的 な 水 質 環 境 監 視 等 を 実 施 す る 。

な お 、 公 共 用 水 域 常 時 監 視 （ 水 質 調 査 ） の 結 果 に つ い て は 、 各 県 （ 福

岡 県 、 佐 賀 県 、 熊 本 県 ） と 連 携 し て 、 速 報 値 と し て 公 表 す る 。

（ ２ ） 干 潟 等 の 浄 化 機 能 の 維 持 及 び 向 上

干 潟 等 は ア サ リ 漁 場 と し て の 機 能 を 有 す る も の も あ り 、 そ の 造 成 及 び 保

全 を 推 進 し 、 海 域 の 浄 化 機 能 の 維 持 及 び 向 上 、 良 好 な 生 態 系 の 保 全 に 努

め る と と も に 、 藻 場 ・ 干 潟 等 の 分 布 状 況 を 把 握 し 、 藻 場 ・ 干 潟 の 消 失 等 の

状 況 に 応 じ た 適 切 な 修 復 ・ 回 復 に よ る 生 態 系 の 回 復 を 図 る 。

（ ３ ） 河 川 に お け る 流 況 の 調 整 及 び 土 砂 の 適 正 な 管 理

主 要 河 川 に つ い て は 、 定 期 的 な 流 況 の 把 握 に 努 め る と と も に 、 海 域 環 境

の 保 全 及 び 改 善 を 図 る た め に ダ ム の 貯 留 水 を 利 用 し て 、 当 該 ダ ム の 目 的

及 び 管 理 に 支 障 の な い 範 囲 内 に お い て 、 河 川 の 流 況 の 調 整 を 図 る 。 ま た 、
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土 砂 移 動 の 実 態 を 踏 ま え 、 各 河 川 及 び 地 域 の 実 情 に 応 じ た 総 合 的 な 土 砂

管 理 の 方 策 に つ い て 検 討 す る 。

（ ４ ） 河 川 、 海 岸 、 港 湾 及 び 漁 港 の 整 備

① 河 川 の 整 備

有 明 海 及 び 橘 湾 に 流 入 す る 河 川 に お い て は 、 長 崎 県 公 共 用 水 域 及 び

地 下 水 の 水 質 測 定 計 画 に 基 づ き 定 期 的 に 水 質 調 査 を 行 う と と も に 、 状 況

に 応 じ 、 河 川 の 自 然 浄 化 機 能 の 維 持 ・ 保 全 を 目 指 し 、 生 態 系 に 配 慮 し た

河 川 整 備 を 推 進 す る 。

  ② 海 岸 の 整 備

有 明 海 及 び 橘 湾 が 貴 重 な 自 然 環 境 を 有 し 、 多 様 な 生 物 の 生 息 、 生 育 の

場 で も あ る こ と か ら 、 海 岸 の 利 用 及 び 海 岸 環 境 の 保 全 に 十 分 配 慮 し つ つ

施 設 整 備 に 努 め る 。

③ 港 湾 の 整 備

港 湾 及 び 海 域 の 環 境 の 保 全 及 び 改 善 を 図 る た め 、 汚 泥 そ の 他 公 害 の 原

因 と な る 物 質 の 堆 積 を 排 除 す る た め に 行 う 事 業 及 び 緑 地 の 整 備 等 を 推 進

す る 。 ま た 、 港 湾 環 境 の 保 全 及 び 改 善 が 図 ら れ る よ う 配 慮 し つ つ 、 港 湾 施

設 の 整 備 に 努 め る 。

④ 漁 港 の 整 備

漁 港 と 漁 場 を 水 産 資 源 の 増 殖 か ら 漁 獲 、 陸 揚 げ 、 流 通 ・ 加 工 ま で の 一 貫

し た 水 産 物 供 給 シ ス テ ム の 基 盤 と し て と ら え 、 大 き な 潮 位 差 等 の 地 域 特 性

へ の 配 慮 に 加 え 周 辺 環 境 と の 調 和 を 図 り つ つ 、 漁 業 活 動 の 円 滑 化 、 就 労

環 境 ・ 衛 生 環 境 の 改 善 等 を 図 る た め 、 漁 港 施 設 等 の 整 備 、 泊 地 ・ 航 路 の 水

深 の 確 保 等 を 推 進 す る 。

ま た 、 有 明 海 及 び 橘 湾 に 面 す る 漁 港 及 び 海 域 の 環 境 の 保 全 及 び 改 善 を

図 る た め 、 汚 泥 そ の 他 公 害 の 原 因 と な る 物 質 の 堆 積 を 排 除 す る た め に 行

う 事 業 を 推 進 す る 。

（ ５ ） 森 林 の 機 能 の 向 上

森 林 を 健 全 に 保 つ こ と は 、 海 域 へ の 土 砂 の 流 入 防 止 や 汚 濁 負 荷 の 緩

和 、 有 用 な 栄 養 塩 類 の 供 給 な ど の 観 点 か ら 重 要 で あ り 、 水 源 か ん 養 や 土 砂

流 出 の 防 止 、 漁 場 保 全 な ど こ れ ら 森 林 の 持 つ 機 能 の 持 続 的 な 発 揮 を 図 る

た め に 、 除 間 伐 等 の 森 林 の 整 備 や 保 安 林 等 の 適 切 な 保 全 、 荒 廃 地 の 復 旧

整 備 な ど の 治 山 対 策 を 推 進 す る 。

さ ら に 、 将 来 に わ た り 、 森 林 の 機 能 が 十 分 に 発 揮 さ れ る 環 境 づ く り の た め
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ボ ラ ン テ ィ ア を は じ め と し た 地 域 住 民 、 Ｎ Ｐ Ｏ 等 の 参 加 に よ る 県 民 参 加 の 森

林 づ く り 活 動 を 推 進 す る 。

（ ６ ） 漁 場 の 生 産 力 の 増 進

① た い 積 物 の 除 去 、 覆 土 、 耕 う ん 等

・ 作 澪 、 耕 う ん 、 覆 砂 等

ア サ リ 漁 場 等 の 海 水 交 流 を 促 進 し 漁 場 環 境 を 改 善 す る た め の 作 澪 や 、

底 生 生 物 の 生 息 に 適 し た 海 底 に 改 善 す る た め の 海 底 耕 う ん や 覆 砂 、 貧

酸 素 水 塊 を 解 消 す る た め の 潮 流 の 促 進 （ 導 流 堤 、 潮 流 制 御 ブ ロ ッ ク 、 澪

す じ の 整 備 ） 等 に よ る 漁 場 環 境 の 改 善 に よ り 水 産 資 源 の 増 大 を 図 る 。

  

・ 藻 場 、 干 潟 の 造 成

魚 介 類 の 産 卵 場 や 幼 稚 子 の 成 育 場 と し て 重 要 な 藻 場 ・ 干 潟 等 の 機 能

の 回 復 及 び 保 全 を 図 る た め 、 漁 業 者 を 中 心 と し た 母 藻 の 供 給 、 食 害 動 物

の 防 除 及 び 駆 除 等 の 保 全 活 動 を 支 援 す る と と も に 、 着 定 基 質 の 設 置 、 人

工 海 藻 の 投 入 な ど を 実 施 す る 。

干 潟 は 、 海 水 の 浄 化 や 保 育 場 と し て 重 要 で あ る と さ れ て お り 、 そ の 機 能

と 保 全 手 法 に つ き さ ら に 調 査 ・ 研 究 を 進 め つ つ 、 覆 砂 等 に よ る 保 全 及 び

造 成 に 努 め る 。

・ 漁 場 の 管 理

貝 類 漁 場 に お け る エ イ や 藻 場 に お け る ガ ン ガ ゼ 等 に よ る 食 害 防 止 対 策

な ど を 講 じ る 。

② 海 浜 の 清 掃

海 浜 に 集 積 す る 流 木 や 、 空 き 缶 、 プ ラ ス チ ッ ク 等 の 生 活 廃 棄 物 等 を 長 崎

県 海 岸 漂 着 物 対 策 推 進 計 画 に 基 づ き ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 協 力 も 得 な が ら 除

去 ・ 回 収 し 、 漁 場 環 境 の 保 全 を 図 る 。

（ ７ ） 水 産 動 植 物 の 増 殖 及 び 養 殖 の 推 進

① 増 殖 の 推 進

・ ク ル マ エ ビ 、 ガ ザ ミ 等 の 種 苗 放 流

ク ル マ エ ビ 、 ガ ザ ミ 、 ト ラ フ グ は 、 有 明 海 及 び 橘 湾 に 分 布 す る 重 要 な 資

源 で あ る こ と か ら 、 ４ 県 （ 福 岡 県 、 佐 賀 県 、 熊 本 県 、 長 崎 県 ） 連 携 に よ る 共

同 放 流 を 推 進 し 資 源 の 増 大 を 図 る と と も に 、 ヒ ラ メ 等 に つ い て は 放 流 技 術

等 を 開 発 す る 。

   ・ 二 枚 貝 類 等 増 殖 の 推 進
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    国 、 関 係 県 等 と 協 調 し 、 二 枚 貝 類 の 増 殖 技 術 の 開 発 、 実 証 に 取 り 組

む 。 特 に ア サ リ 、 タ イ ラ ギ で は 母 貝 生 息 適 地 の 保 全 ・ 再 生 等 に よ り 、 広 域

的 な 母 貝 集 団 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 を 図 る 。

・ 産 卵 施 設 の 設 置

イ イ ダ コ 、 コ ウ イ カ 等 の 産 卵 施 設 を 設 置 し 、 資 源 の 増 大 を 推 進 す る 。

・ 資 源 管 理 の 推 進

    ガ ザ ミ や ト ラ フ グ の 広 域 資 源 管 理 方 針 に 基 づ き 、 国 と 関 係 ４ 県 （ 福 岡

県 、 佐 賀 県 、 熊 本 県 、 長 崎 県 ） が 連 携 し 、 関 係 漁 業 者 等 が 取 り 組 む 休 漁

期 間 の 設 定 や 小 型 魚 保 護 等 の 資 源 管 理 の 取 組 を 推 進 す る 。 ま た 、 地 元

漁 協 に よ る 特 産 魚 （ カ サ ゴ 等 ） の 採 捕 禁 止 期 間 や 区 域 の 設 定 等 に よ る 資

源 管 理 の 取 組 等 を 推 進 す る こ と に よ り 、 資 源 の 適 切 な 管 理 と 増 大 を 図

る 。

② 養 殖 の 推 進

  ・ 環 境 に 配 慮 し た 適 正 な 漁 場 の 使 用

魚 類 、 介 類 、 藻 類 の 養 殖 に つ い て 持 続 的 養 殖 生 産 確 保 法 に 基 づ く 漁

場 改 善 計 画 に 沿 っ た 適 正 な 漁 場 行 使 や 養 殖 技 術 の 指 導 、 ノ リ 養 殖 に お

け る 酸 処 理 剤 の 適 正 使 用 を 徹 底 す る 。

   ・ 安 定 的 な 養 殖 の 経 営

共 同 利 用 施 設 の 整 備 や 収 益 性 向 上 の た め の 取 組 等 を 通 じ て 、 生 産 と

経 営 の 安 定 を 図 る 。 ま た 、 マ サ バ 、 シ ン グ ル シ ー ド マ ガ キ 、 ヒ ジ キ 等 新 た

な 養 殖 種 の 導 入 や 、 現 在 、 養 殖 等 に 活 用 さ れ て い な い 海 面 に お け る ア サ

リ の 垂 下 式 ・ 網 袋 式 養 殖 な ど 、 有 明 海 及 び 橘 湾 の 海 域 特 性 に 応 じ た 養

殖 技 術 の 開 発 と 導 入 を 推 進 す る 。 さ ら に 、 ア ワ ビ 養 殖 や ク ル マ エ ビ 養 殖

等 の 安 定 的 な 生 産 を 図 る 。

・ 赤 潮 の 防 除 及 び 予 察 技 術 の 開 発 等

赤 潮 原 因 プ ラ ン ク ト ン の 特 性 等 に 基 づ く 動 態 予 察 技 術 を 開 発 す る と と

も に 、 漁 業 被 害 を も た ら す 有 害 プ ラ ン ク ト ン （ シ ャ ッ ト ネ ラ 等 ） の 防 除 技 術

を 開 発 し 、 被 害 の 軽 減 を 図 る 。

③ 漁 場 の 施 設 の 整 備

・ 増 殖 場 等 の 設 置

マ ダ イ や ヒ ラ メ 、 イ サ キ 、 ハ タ 類 、 タ チ ウ オ 、 イ カ 類 等 を 対 象 と し た 増 殖

場 や 魚 礁 の 整 備 を 積 極 的 に 行 う 。

・ 貝 類 増 殖 場 の 造 成

漁 獲 量 が 激 減 し て い る タ イ ラ ギ の 生 産 量 の 増 大 と ア サ リ の 安 定 生 産 を



- 8 -

図 る た め 、 覆 砂 等 に よ り 増 殖 場 を 造 成 す る 。

（ ８ ） 有 害 動 植 物 の 駆 除

① ナ ル ト ビ エ イ 等 に よ る 貝 類 の 食 害 防 止 と そ の 駆 除

  ナ ル ト ビ エ イ 等 に よ る タ イ ラ ギ を は じ め と す る 貝 類 の 食 害 が 発 生 し て お

り 、 こ れ ら の 有 害 動 物 に つ い て 関 係 県 と 連 携 し つ つ そ の 駆 除 や 防 護 網 等 に

よ る 食 害 防 止 対 策 を 講 じ て い く 。

② 藻 類 養 殖 や 藻 場 に お け る ア イ ゴ や ガ ン ガ ゼ 等 の 食 害 防 止 と そ の 駆 除

こ の ほ か 、 「 磯 焼 け 」 や ワ カ メ 養 殖 不 調 の 原 因 と し て ア イ ゴ や ガ ン ガ ゼ 等

の 食 害 が 指 摘 さ れ て お り 、 ワ カ メ 生 産 の 安 定 や 、 藻 場 の 回 復 、 保 全 を 図 る

観 点 か ら ア イ ゴ 等 に よ る 食 害 の 防 止 対 策 の ほ か 、 そ の 駆 除 及 び 加 工 原 料

と し て の 研 究 開 発 等 を 図 る 。

③ そ の 他 有 用 水 産 資 源 の 維 持 ・ 保 全 や 漁 業 生 産 活 動 等 に 悪 影 響 を 与 え る 動

植 物 の 駆 除

上 記 の ほ か 、 有 用 水 産 資 源 へ の 食 害 、 異 常 発 生 に 伴 う 大 量 入 網 に よ る

漁 業 操 業 へ の 支 障 や 漁 場 環 境 の 悪 化 な ど の 悪 影 響 を 与 え る 有 害 動 植 物

に つ い て は 、 必 要 に 応 じ 、 駆 除 を 行 う と と も に 、 そ の 利 用 促 進 に つ い て 検

討 す る 。

（ ９ ） そ の 他 の 重 要 事 項

① 海 域 の 環 境 の 保 全 及 び 改 善 に 関 す る 事 項

・ 開 発 行 為 に 当 た っ て の 配 慮

環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 年 ６ 月 ） 及 び 長 崎 県 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成

１ １ 年 １ ０ 月 ） の 対 象 事 業 に つ い て は 、 事 業 者 は 環 境 影 響 評 価 の 実 施 に

よ り 、 環 境 へ の 影 響 の 回 避 ・ 低 減 を 検 討 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ 適 切

な 環 境 保 全 の た め の 措 置 を 検 討 す る も の と す る 。

こ の ほ か 、 開 発 行 為 に 当 た っ て は 水 質 汚 濁 防 止 法 、 長 崎 県 未 来 に つ

な が る 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 等 の 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 海 域 環 境 へ の 影

響 を 極 力 低 減 す る よ う 努 め る 。

・ 自 然 公 園 等 の 保 全

法 令 に よ っ て 指 定 さ れ た 地 域 に は 、 雲 仙 天 草 国 立 公 園 、 多 良 岳 県 立

公 園 、 野 母 半 島 県 立 公 園 及 び 島 原 半 島 県 立 公 園 に 指 定 さ れ た 地 域 が あ

り 、 特 に 自 然 公 園 の 保 全 、 整 備 に つ い て は 、 関 係 法 令 に 基 づ く 規 制 の 徹

底 と 管 理 の 充 実 に 努 め る 。 ま た 、 希 少 な 野 生 生 物 が 生 息 、 生 育 す る な ど

優 れ た 自 然 環 境 を 有 す る 地 域 に つ い て も 、 そ の 環 境 の 適 正 な 保 全 に 努
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め る 。

・ 海 砂 利 採 取 に 当 た っ て の 配 慮

現 在 、 有 明 海 及 び 橘 湾 に お け る 海 砂 利 採 取 の 計 画 は な い が 、 今 後 、

申 請 が あ っ た 場 合 に は 、 そ の 許 認 可 に 当 た っ て 、 砂 利 採 取 法 、 長 崎 県

海 域 管 理 条 例 を 遵 守 し 、 水 産 資 源 の 保 護 と 自 然 環 境 の 保 全 に 配 慮 し た

秩 序 あ る 採 取 が 行 わ れ る よ う に 指 導 す る 。

② 共 同 利 用 施 設 の 整 備

効 率 的 か つ 安 定 的 な 漁 業 経 営 の 育 成 を 図 る た め 、 関 係 地 域 の 意 向 や 事

業 効 果 等 を 勘 案 し つ つ 、 作 業 保 管 施 設 や 荷 さ ば き 施 設 等 の 漁 業 生 産 活 動

及 び 流 通 の 合 理 化 等 を 支 援 す る 共 同 利 用 施 設 の 整 備 を 推 進 す る 。

③ 生 活 環 境 の 整 備

豊 か で 住 み よ い 漁 村 を 形 成 し 、 都 市 と 漁 村 の 共 生 ・ 対 流 を 促 進 し て い く

た め 、 漁 村 に お け る 立 ち 後 れ た 生 活 環 境 の 整 備 を 推 進 す る 。

④ 漁 港 に お け る 遊 漁 船 等 の 対 策

円 滑 な 漁 業 生 産 活 動 と 漁 港 の 適 正 な 利 用 を 確 保 す る た め 、 漁 港 に お い

て 漁 船 と 遊 漁 船 等 を 分 離 収 容 す る た め の 施 設 の 整 備 等 を 推 進 す る 。

⑤ 赤 潮 等 に よ る 漁 業 被 害 等 に 係 る 支 援 等

赤 潮 等 に よ る 漁 業 被 害 等 が 発 生 し た 場 合 に お い て は 、 経 営 に 影 響 を 受

け る 水 産 業 者 そ の 他 の 関 係 事 業 者 に 対 し 、 必 要 な 資 金 の 確 保 又 は そ の 融

通 の あ っ せ ん に 努 め る と と も に 、 代 替 と な る 養 殖 漁 場 等 の 施 設 の 整 備 、 赤

潮 の 除 去 に 係 る 措 置 の 実 施 等 に 対 す る 支 援 そ の 他 赤 潮 等 に よ る 漁 業 被 害

を 回 避 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。

ま た 、 赤 潮 等 に よ る 漁 業 被 害 の 軽 減 を 図 る た め 、 養 殖 業 者 等 に 対 し 、 漁

業 共 済 へ の 加 入 促 進 に 努 め る 。

さ ら に 、 赤 潮 等 に よ り 甚 大 な 被 害 を 受 け た 漁 業 者 等 に 対 す る 国 の 救 済 が

講 じ ら れ る 場 合 に は 、 必 要 に 応 じ 、 関 係 市 等 と も 連 携 し 、 国 に 協 力 す る 。

⑥ 県 計 画 達 成 の た め の 配 慮

  海 域 環 境 の 保 全 と 漁 業 振 興 に よ る 有 明 海 及 び 橘 湾 の 再 生 を 着 実 に 推 進

す る た め 、 県 庁 内 に 関 係 部 局 に よ り 構 成 す る 推 進 体 制 を 組 織 す る と と も

に 、 本 計 画 に 基 づ く 施 策 に つ い て は 、 所 要 の 財 源 の 確 保 等 に 務 め 、 そ の 積

極 的 な 推 進 を 図 る も の と す る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ 国 や 他 県 、 関 係 市 等 と の

密 接 な 連 携 を 図 る と と も に 、 施 策 の 効 果 的 な 実 施 に 務 め る 。
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⑦ 有 明 海 及 び 橘 湾 の 海 域 環 境 の 保 全 及 び 改 善 に 関 す る 知 識 の 普 及 と 情 報

開 示

汚 濁 負 荷 の 削 減 等 に よ る 海 域 環 境 の 保 全 及 び 改 善 を 推 進 す る 上 で 、 地

域 住 民 等 の 理 解 が 重 要 で あ る た め 、 県 、 関 係 市 及 び 関 係 漁 協 は 、 地 域 住

民 等 に 環 境 保 全 及 び 改 善 に 関 す る 知 識 の 普 及 に 努 め る も の と す る 。

ま た 、 県 計 画 に 基 づ く 各 種 施 策 の 実 施 に 際 し て は 、 透 明 性 を 確 保 す る こ

と と し 、 そ の 実 施 状 況 、 効 果 等 を 適 切 に 把 握 ・ 評 価 す る と と も に 、 各 種 の 啓

発 普 及 活 動 を 通 じ て 周 知 を 図 る 。

３ ． 海 域 環 境 の 保 全 及 び 改 善 並 び に 水 産 資 源 の 回 復 等 に よ る 漁 業

の 振 興 に 関 す る 施 策 を 推 進 す る た め の 事 業 の 実 施

有 明 海 及 び 橘 湾 の 環 境 の 保 全 及 び 改 善 並 び に 水 産 資 源 の 回 復 等 に よ る 漁

業 の 振 興 に 関 す る 施 策 を 推 進 す る た め に 、 平 成 １ ４ 年 度 以 降 実 施 し 、 又 は 実

施 を 予 定 し て い る 主 な 事 業 は 以 下 の と お り で あ る 。

な お 、 今 後 、 財 政 状 況 や 事 業 の 実 施 状 況 を み な が ら 、 事 業 の 内 容 や 採 択

の 要 否 も 含 め て さ ら に 検 討 し 、 必 要 に 応 じ て 見 直 す も の と す る 。

（ １ ） 下 水 道 、 浄 化 槽 、 そ の 他 排 水 処 理 施 設 の 整 備 に 関 す る 事 業

別 表 １ に 掲 げ る 事 業 。

（ ２ ） 海 域 の 環 境 の 保 全 及 び 改 善 に 関 す る 事 業

別 表 ２ に 掲 げ る 事 業 。

（ ３ ） 河 川 、 海 岸 、 港 湾 、 漁 港 及 び 森 林 の 整 備 に 関 す る 事 業

別 表 ３ に 掲 げ る 事 業 。

（ ４ ） 漁 場 の 保 全 及 び 整 備 に 関 す る 事 業

別 表 ４ に 掲 げ る 事 業 。

（ ５ ） 漁 業 関 連 施 設 の 整 備 に 関 す る 事 業

別 表 ５ に 掲 げ る 事 業 。

（ ６ ） そ の 他 の 事 業

  別 表 ６ に 掲 げ る 事 業 。

４ ． 調 査 研 究 に 関 す る 事 項
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有 明 海 及 び 橘 湾 の 再 生 を 着 実 に か つ 効 果 的 に 進 め て い く た め に は 、 環 境

悪 化 や 漁 業 不 振 の 原 因 を 解 明 し 、 科 学 的 知 見 に 基 づ き 、 各 種 施 策 を 適 切 に

推 進 し て い く 必 要 が あ る 。 こ の た め 、 海 域 の 環 境 の 保 全 及 び 改 善 並 び に 当 該

海 域 に お け る 水 産 資 源 の 回 復 等 に よ る 漁 業 の 振 興 を 図 る た め の 調 査 研 究 に

努 め る も の と す る 。

（ １ ） 調 査 研 究 の 実 施

本 県 公 設 試 験 研 究 機 関 を 中 心 に 、 国 、 独 立 行 政 法 人 、 大 学 、 関 係 県 の 調

査 研 究 機 関 等 と 連 携 し つ つ 、 法 第 １ ８ 条 に 規 定 す る 「 干 潟 と 海 域 の 環 境 と の

関 係 に 関 す る 調 査 研 究 」 、 「 有 明 海 及 び 橘 湾 に 流 入 す る 水 の 汚 濁 負 荷 量 と 海

域 の 環 境 と の 関 係 に 関 す る 調 査 研 究 」 な ど 各 種 調 査 及 び 研 究 を 推 進 し て い く

ほ か 、 「 ２ ． 海 域 環 境 の 保 全 及 び 改 善 並 び に 水 産 資 源 の 回 復 等 に よ る 漁 業 の

振 興 に 関 す る 施 策 」 に 掲 げ る 各 項 目 の 推 進 に 関 し 、 海 域 の 特 性 を 十 分 に 踏

ま え つ つ 、 以 下 の 調 査 ・ 研 究 を 行 う 。

① 藻 場 ・ 干 潟 の 機 能 や 保 全 方 法 に 関 す る 調 査 ・ 研 究

藻 場 に つ い て は 、 環 境 変 化 に 対 応 し た 藻 場 の 造 成 や 保 全 技 術 の 開 発 な

ど を 進 め 、 地 域 の 取 組 に 対 し て 技 術 支 援 等 を 行 う 。

干 潟 に つ い て は 、 有 明 海 に 適 し た 保 全 の た め の 手 法 （ ア サ リ な ど に よ る

生 物 的 手 法 等 ） の 研 究 、 開 発 を 行 う 。

② 有 用 魚 介 類 の 資 源 調 査

  有 用 魚 介 類 の 増 殖 を 行 う た め に 必 要 な 資 源 調 査 （ 分 布 域 、 分 布 量 な ど ）

を 行 う 。

③ 有 用 水 産 資 源 の 種 苗 生 産 技 術 の 開 発

有 用 水 産 資 源 に つ い て 種 苗 生 産 技 術 の 開 発 を 行 い 、 種 苗 生 産 機 関 ・ 業

者 に 技 術 を 移 転 す る 。

④ 有 用 水 産 資 源 の 種 苗 放 流 技 術 の 開 発

  有 用 水 産 資 源 （ ク ル マ エ ビ 類 、 ヒ ラ メ 、 ト ラ フ グ 、 ガ ザ ミ 等 ） の 放 流 適 地 、

適 正 サ イ ズ 及 び 放 流 効 果 等 の 解 明 に よ り 、 最 適 放 流 手 法 の 開 発 を 行 う 。

⑤ 新 た な 増 養 殖 の 技 術 開 発

  海 域 特 性 に 応 じ た カ キ や ヒ ジ キ の 養 殖 技 術 の 開 発 を 行 う と と も に 、 タ イ ラ

ギ の 増 養 殖 （ 干 潟 の 活 用 等 ） 技 術 の 研 究 ・ 開 発 を 行 う 。

⑥ 赤 潮 、 貧 酸 素 水 塊 等 の 発 生 機 構 等 に 関 す る 調 査 研 究
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  赤 潮 の 原 因 と な る 有 害 プ ラ ン ク ト ン 等 の 特 性 に 関 す る 調 査 研 究 を 進 め る

と と も に 、 赤 潮 や 貧 酸 素 水 塊 の 発 生 状 況 を 調 査 し 、 そ の 発 生 機 構 に 関 す る

調 査 研 究 を 推 進 す る 。

⑦ 赤 潮 の 防 除 及 び 予 察 技 術 の 開 発

赤 潮 原 因 プ ラ ン ク ト ン の 特 性 等 に 基 づ く 動 態 予 察 技 術 を 開 発 す る と と も

に 、 漁 業 被 害 を も た ら す 有 害 プ ラ ン ク ト ン （ シ ャ ッ ト ネ ラ 等 ） の 防 除 技 術 を

開 発 す る 。

⑧ 有 害 動 物 の 利 用 方 法 の 開 発

ワ カ メ 等 藻 類 の 食 害 種 で あ る ア イ ゴ や 有 用 貝 類 の 食 害 種 で あ る ナ ル ト ビ

エ イ な ど に つ い て 、 地 元 要 望 を 踏 ま え 、 そ の 利 用 加 工 に 対 す る 技 術 支 援 を

行 う 。

⑨ そ の 他 有 明 海 及 び 橘 湾 の 再 生 の た め に 必 要 な 調 査 ・ 研 究

以 上 に 掲 げ る も の の ほ か 、 有 明 海 及 び 橘 湾 の 再 生 の た め に 必 要 な 調 査

・ 研 究 を 行 う 。

（ ２ ） 調 査 研 究 体 制 の 整 備 等

① 調 査 研 究 体 制 の 整 備

有 明 海 及 び 橘 湾 の 再 生 に か か る 総 合 的 な 調 査 研 究 を 円 滑 に 実 施 し て い く

た め に 、 漁 業 者 等 と の 連 携 を 進 め る と と も に 、 国 、 独 立 行 政 法 人 、 関 係 県 、

市 及 び 大 学 等 の 調 査 研 究 機 関 と の 連 携 ・ 協 力 を 強 化 す る 。

ま た 、 研 究 成 果 等 の 情 報 交 換 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、 国 や 関 係 県 等 の 情

報 ネ ッ ト ワ ー ク 及 び デ ー タ ベ ー ス の 構 築 に 積 極 的 に 参 画 す る 。

② 研 究 開 発 の 推 進 と 成 果 の 普 及

調 査 研 究 の 成 果 等 の デ ー タ ベ ー ス を 活 用 し 、 情 報 の 共 有 化 、 情 報 収 集 の

効 率 化 を 図 り 、 共 同 研 究 を 積 極 的 に 行 う こ と に よ り 、 研 究 開 発 の 高 度 化 ・ 効

率 化 を 推 進 す る 。

ま た 、 ホ ー ム ペ ー ジ や 研 修 会 な ど を 活 用 し 、 調 査 情 報 の 迅 速 な 提 供 や 研

究 成 果 の 普 及 を 図 る 。

③ 研 究 者 の 養 成 等

研 究 者 の 調 査 研 究 能 力 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 に 、 研 修 や シ ン ポ ジ ウ ム

等 の 活 用 を 図 り 、 人 材 育 成 に 努 め る も の と す る 。



別表　１　　下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁

（全体計画）

計画面積
（951）
986

ha

計画人口
（34,060）
34,930

人

計画汚水量
（11,600）
11,900

m3/ 日

（全体計画）

計画面積 92 ha

計画人口 2,380 人

計画汚水量 900 m3/ 日

諫早市特定環境保全公共
下水道事業（田結処理区）

（全体計画）
計画面積
計画人口

計画汚水量

68

(1,200)
1,000

(660)
550

ha

人

m3/日

諫早市
飯盛町

諫早市
H15～H27
H15～R22

国土交通省

諫早市特定環境保全公共
下水道事業（飯盛処理区）

（全体計画）
計画面積
計画人口

計画汚水量

(127)
131

(3,700)
3,400

(1,570)
1,490

ha

人

m3/日

諫早市
飯盛町

諫早市
H23～R10
H23～R22

国土交通省

（全体計画）

計画面積 164 ha

(7,950)

計画人口 3,800 人

(1,800)

計画汚水量 1,770 m3/日

諫早市公共下水道事業
（諫早湾処理区）

（全体計画）
計画面積
計画人口

計画汚水量

(1,250)
1,251

(41,300)
38,700

(22,718)
21,550

ha

人

m3/日

諫早市 諫早市
S57～R12
S57～R22

国土交通省

諫早市特定環境保全公共
下水道事業（高来処理区）

（全体計画）
計画面積
計画人口

計画汚水量

(285)
291

(7,300)
6,400

(2,520)
2,210

ha

人

m3/日

諫早市
高来町

諫早市
H9～R4
H9～R22

国土交通省

諫早市特定環境保全公共
下水道事業（小長井処理
区）

（全体計画）
計画面積
計画人口

計画汚水量

166
(2,740)
1,740

(1,170)
780

ha

人

m3/日

諫早市
小長井町

諫早市
H8～H27
H8～R22

国土交通省

（全体計画）

計画面積 117 ha

(4,760)

計画人口 3,400 人

(1,930)

計画汚水量 1,860 m3/日

長崎市 長崎市
（S59～R8）
S59～R18

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

雲仙市

長崎市公共下水道事業
（東部処理区）

事業概要

長崎市
脇岬町

雲仙市公共下水道事業
（千々石処理区）

雲仙市
千々石町

雲仙市公共下水道事業
（瑞穂処理区）

(H7～R2)
H7～R8

長崎市特定環境保全公共
下水道事業（脇岬処理区）

長崎市
（H10～R8）
H10～R18

雲仙市

雲仙市瑞穂町
（H13～R2）
H13～R8
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別表　１　　下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁事業概要

（全体計画）

計画面積 273 ha

(5,200)

計画人口 4,900 人

(1,950)

計画汚水量 1,770 m3/日

（全体計画）

計画面積 181 ha

計画人口
（4,000）
3,800

人

計画汚水量
（1,600）
1,500

m3/ 日

（全体計画）
計画面積 57 ha

計画人口
（1,400）
１,300

人

計画汚水量
（530）
490

m3/ 日

（全体計画）

計画面積 57 ha

(4,800)

計画人口 500 人

(3,860)

計画汚水量 3,180 ｍ3/日

浄化槽設置整備事業
（595）

674
（1,946）

2,450

基

人

長崎市
島原市
諫早市
雲仙市

南島原市

長崎市
島原市
諫早市
雲仙市

南島原市

H14～ 環境省

設置基数

計画処理人口 　 321 人

計画処理人口 1,937 人

管路 1,824 ｍ

中継ポンプ 2 基

高度合併処理槽 1 基

管路 1,006 ｍ

中継ポンプ 3 基

高度合併処理槽 1 基

管路 L= 17,601 ｍ

処理施設 N= 1 式

計画人口 N= 2,330 人

管路 L= 13,631 ｍ

処理施設 N= 1 式

計画人口 N= 1,110 人

管路 L= 41,679 ｍ

処理施設 N= － 式

計画人口 N= 2,850 人

管路 L= 10,288 ｍ

処理施設 N= 1 式

計画人口 N= 810 人

（令和４年度（計画））
令和５年度（計画）

計画整備基数

計画処理人口

南島原市特定環境保全公
共下水道事業
（南有馬処理区）

南島原市
南有馬町

南島原市
（H14～R4）
H14～R12

国土交通省

南島原市公共下水道事業
（口之津処理区）

南島原市
口之津町

南島原市
（H8～R4）
H8～R12

国土交通省

環境省

総務省

国土交通省

雲仙市

（H11～H15）
H11～H14

環境省

H15

農林水産省

総務省雲仙市

国土交通省

農林水産省

農林水産省

H14～H19

農林水産省

H17～H26

H11～H15

雲仙市

雲仙市

南島原市西有家
町（慈恩寺・見岳
地区）

雲仙市愛野町
（重尾地区）

南島原市

諫早市

小規模排水処理施設整備
事業

農業集落排水緊急整備事
業

小規模排水処理施設整備
事業

諫早市
（長田東部地区）

 雲仙市愛野町
（野平地区）

農業集落排水事業

（S51～R2）
S51～R8

諫早市

雲仙市
小浜町

諫早市高来町

（H11～R2）
H11～R8

H16～H19

H15

 雲仙市瑞穂町、
吾妻町

H14～H19

諫早市

雲仙市

諫早市小長井町
（遠竹地区）

諫早市

雲仙市公共下水道事業
（吾妻処理区）

雲仙市吾妻町

農業集落排水事業

農業集落排水事業

浄化槽市町村整備推進
事業

513基 高度処理型

雲仙市公共下水道事業
（雲仙処理区）

 97基 高度処理型

浄化槽市町村整備推進
事業

設置基数

諫早市
（本野地区）
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別表　１　　下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁事業概要

管路 L= 10,578 ｍ

処理施設 N= － 式

計画人口 N= 660 人

農業集落排水事業
管路
処理施設
計画人口

L=
N=
N=

6,261
一

650

ｍ
式
人

長崎市
（太田尾地区）

長崎市 H8～H13 農林水産省

農業集落排水事業
管路
処理施設
計画人口

L=
N=
N=

9,522
一

2,070

ｍ
式
人

諫早市
（赤崎･黒崎地

区）
諫早市 H8～H12 農林水産省

農業集落排水事業
管路
処理施設
計画人口

L=
N=
N=

20,870
一

2,230

ｍ
式
人

諫早市
（本明･目代地

区）
諫早市

（H9～H15）
H9～H13

農林水産省

農業集落排水事業
管路
処理施設
計画人口

L=
N=
N=

8,636
一

910

ｍ
式
人

諫早市
（山口地区）

諫早市 H10～H14 農林水産省

農業集落排水事業
管路
処理施設
計画人口

L=
N=
N=

6,113
一

410

ｍ
式
人

諫早市
（古場地区）

諫早市 H15～H19 農林水産省

農業集落排水事業
管路
処理施設
計画人口

L=
N=
N=

（22,576）
13,514

一
2,700

m
式
人

雲仙市愛野町
（愛野東部地区）

雲仙市
（H7～H13）
H8～H13

農林水産省

農業集落排水事業
管路
処理施設
計画人口

L=
N=

N=

（13,514）
22,576

一
3,830

m
式

人

雲仙市愛野町
（愛野西部地区）

雲仙市 H7～H13 農林水産省

管路 L= 21,068 ｍ

処理施設 N= － 式

計画人口 N= 2,500 人

遠隔監視等を活用した高
度処理促進事業

計画戸数７地区

計画人口

2,194

9,720

戸

人
諫早市 諫早市 H18～H21 農林水産省

計画処理区域面積 15 ha

その他緑地等整備 A= 8,500 m2

計画人口 450 人

管路 L= 11,958 ｍ

処理施設 N= 1 式

計画人口 N= 2,800 人

機能保全計画策定 N= 1 式

機能保全計画策定 N= 1 式

農業水路等長寿命化・防
災減災事業

諫早市（諫早１
期(団)地区）

諫早市 R5～ 農林水産省

H15～H19

H17～H22 農林水産省

漁業集落環境整備事業
諫早市

（有喜・松里地
区）

諫早市

諫早市

（注）　上段の括弧書きは、変更前の当初計画等を表す。

水産庁大江地区漁村再生交付金 南島原市 南島原市

汚水処理施設整備交付金
（農業集落排水施設）

H8～H23

漁業集落環境整備事業
長崎市

（樺島地区）

農業集落排水事業
諫早市小長井町

（田原地区）

漁業集落環境整備事業
長崎市

（野母地区）
長崎市 H24～H31

農林水産省

諫早市
（小野島川内・宗

方地区）

諫早市

円滑な排水対策のための整備排水機場Ｎ
＝１式

水産庁

長崎市 H24～H31 水産庁

H24～H31 水産庁
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別表　２　　海域の環境の保全及び改善に関する事業

事業名
事業実施

箇所
事業主体

事業期間
（予定）

所管省庁

海洋環境整備事業
有明海等
海域

国 Ｈ14～ 国土交通省

（注）　上段の括弧書きは、変更前の当初計画等を表す。

調査観測兼清掃船による浮遊ごみ回収
及び環境調査
（事業対象海域３，７２８Km2）

事業概要
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別表　３　　河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁

河川改修事業 本明川等
国土交通省

長崎県
　 国土交通省

護岸(A) L= 130 m

護岸(B) L= 47 m

護岸(c) L= 60 m

沖防波堤 L= 50 m

沖防波堤(改良) L= 96 m

内防波堤 L= 20 m

-2m泊地 1 式

-2.5m泊地 A= 8,000 ㎡

-2.5m物揚場 L= 145 m

船揚場 L= 30 m

-2.5m物揚場(改良) L= 390 m

浮桟橋 1 基

道路(A) L= 360 m

道路B L= 300 m

用地(A) A= 6,000 ㎡

突堤 L= 155 ｍ

L= 270 ｍ

－２．０ｍ物揚場（改良） 　

防波堤（改良） L= 130 ｍ

船揚場 L= 30 ｍ

　

沖防波堤 L= 92 ｍ

D防波堤(改良) L= 50 ｍ

護岸(改良) L= 80 ｍ

-3.0ｍ航路 A= 7900 m2

-1.5ｍ物揚場(A) L= 92 ｍ

-1.5ｍ物揚場(B) L= 60 ｍ

-2.0ｍ物揚場(改良) L= 65 ｍ

浮桟橋 1 基

松尾漁港海岸保全施設整
備事業

護岸(改良) L= 259 ｍ
島原市
有明町

島原市 Ｈ23～Ｈ26 水産庁

三会漁港海岸保全施設整
備事業

護岸(改良) L= 748 ｍ 島原市 島原市 Ｈ23～Ｈ30 水産庁

木指漁港海岸保全施設整備
事業

護岸(改良) L= 1,155 ｍ
雲仙市
小浜町

雲仙市 Ｈ21～Ｈ26 水産庁

用地舗装 A= 700 ｍ2

集落道 L= 280 ｍ

排水管路 L= 140 ｍ

中継ポンプ 1 式

排水処理施設 1 式

遊歩道･緑地 A= 1700 ｍ2

多目的広場 A= 6600 ｍ2

駐車場 A= 200 ｍ2

稚魚放流 1 式

防波堤（改良） L= 180 ｍ

道路 L= 714 ｍ

防波堤 L= 80 ｍ

－２．０ｍ物揚場 L= 40 ｍ

道路 L= 110 ｍ

 －１．０ｍ航路 A= 5,248 m2

－２．０ｍ泊地 A= 10,262 m2

沖防波堤 Ｌ＝ 26.5 ｍ

戸石地区漁村再生交付金 浮桟橋 1 基
長崎市
戸石町

長崎市 Ｈ27～Ｈ29 水産庁

-2.0ｍ物揚場（A)（改良） L= 50 ｍ

浮桟橋 N= 1 基

浮桟橋（改良） N= 1 基
（貝崎漁港）
沖防波堤 L= 20 m
貝崎B防波堤 L= 80 m
突堤 L= 40 m
貝崎漁港物揚場 L= 180 m

事業概要

本明川等において、状況に応じ、河川の自然浄化
機能の維持・保全を目指し、生態系に配慮した河川
整備を実施。

深江地区地域水産物供給
基盤整備事業

南島原市
深江町

南島原市 Ｈ13～Ｈ25

水産庁

水産庁

有家地区地域水産物供給
基盤整備事業

南島原市有家
町

長崎県 Ｈ13～Ｈ17 水産庁

水産庁

布津地区地域水産物供給
基盤整備事業

南島原市布津
町

南島原市 Ｈ13～Ｈ19 水産庁

布津地区地域水産物供給
基盤整備事業

南島原市布津
町

南島原市 Ｈ22～Ｈ31

水産庁

大江地区漁村再生交付金
南島原市南有

馬町
南島原市 Ｈ18～Ｈ23 水産庁

南有馬地区地域水産物供
給基盤整備事業

南島原市
南有馬町

南島原市 Ｈ13～Ｈ16

加津佐地区漁村再生交付
金

南島原市
加津佐町

長崎県 Ｈ29～Ｒ2 水産庁

早崎地区漁港漁場機能高
度化事業

南島原市口之
津町

南島原市 Ｈ14～Ｈ15

大正地区漁村再生交付金
雲仙市
瑞穂町

雲仙市 Ｈ17～Ｈ18 水産庁

水産庁
(R4～R8)
R4～R7

貝崎地区漁村再生交付金
事業

南島原市 南島原市
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別表　３　　河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁事業概要

（有喜漁港）
防波堤（改良） L= 38 m
護岸（改良） L= 182 m
-3m岸壁（改良） L= 76 m
物揚場（改良） L= 52 m
浮桟橋 1 基
（有喜漁港）
トイレ（改良） 1 基
（大三東漁港）
物揚場（改良） L= 50 m
浮桟橋 50 基
（深江漁港）

機能保全調査 1 式

護岸（１） L= 77.6 ｍ

船津泊地（１） A=
（1,200）

3,450
㎡

（布津漁港）

機能保全調査 1 式

（貝崎漁港）

機能保全調査 1 式

（南有馬漁港）

機能保全調査 1 式

西防波堤 L= 170 m

防波堤 L= 180 m

A泊地 A= 11,900 ｍ2

浦田泊地 A= 9,045 ｍ2
（野母漁港）
－１．０ｍ物揚場 L= 80 m
O護岸 L= 124 m
野母崎泊地 A= 324,401 m2
（樺島漁港）

機能保全調査 1 式

臨港道路（Ａ） L= 790 m

道路 L= 280 m

臨港道路（Ｂ） L= 1,010 m

臨港道路（Ｃ） L= 425 m

臨港道路 L= 127 m

西防波堤 L= 160 ｍ

西防橋 L= 20 ｍ

浮桟橋 L= 50 ｍ
（有喜漁港）
機能保全調査 1 式
防波堤（Ｂ） L= 72 ｍ
物揚場（C) L= 70 m
臨港道路（A） L= 150 m
物揚場（F) L= 110 m
航路（-3.5ｍ） L= 2,708 m2
物揚場（A） L= 40 m
臨港道路（B） L= 751 m
川江橋 L= 31 m
（猛島漁港）

機能保全調査 1 式

±0ｍ航路 1 式

±0ｍ泊地 1 式

（加津佐漁港）

機能保全調査 1 式

物揚場A（－２ｍ） L= 150 m

物揚場B（－１ｍ） L= 60 m

物揚場C（－１ｍ） L= 100 m

取付護岸A L= 20 m

I護岸 L= 9 m

船揚場 L= 20 m

（たちばな漁港）

機能保全調査 1 式

戸石物揚場 1 式

臨港道路 1 式

戸石泊地 1 式

（為石漁港）

機能保全調査 1 式

-1.5ｍ泊地 A= 11,445 m2

-2.5ｍ泊地 A= 16,545 m2

島原市
有明町

島原市 R6～R8 水産庁

水産庁

布津地区水産物供給基盤
機能保全事業

南島原市
布津町

南島原市 Ｈ24、Ｈ28 水産庁

深江地区水産物供給基盤
機能保全事業

南島原市
深江町

南島原市
H24、H26、H28、

H30～R2
水産庁

加津佐地区水産物供給基
盤機能保全事業

南島原市
加津佐町

長崎県 Ｈ26～Ｈ29、R5 水産庁

水産庁

為石地区水産物供給基盤
機能保全事業

長崎市
為石町

長崎市

（Ｈ24～Ｈ25、Ｈ
28）

H24～25、H28、
R3～R7

水産庁

樺島地区水産物供給基盤
機能保全事業

長崎市
野母崎樺島町

長崎県 Ｈ20、Ｈ28、Ｈ31

猛島地区水産物供給基盤
機能保全事業

島原市
宮の町

島原市
Ｈ25、Ｈ28、Ｈ30

～Ｈ31
水産庁

たちばな地区水産物供給
基盤機能保全事業

長崎市
戸石町

長崎市
H24、H27～

H29,H31～R2
水産庁

R6～R7 水産庁

長崎県

（追加）
有喜地区効果促進事業

諫早市
有喜町

長崎県

（追加）
大三東地区効果促進事業

南有馬地区水産物供給基
盤機能保全事業

南島原市
南有馬町

南島原市
H24～H25、H28、

H31～R4

水産庁
野母地区水産物供給基盤
機能保全事業

長崎市
野母町

有喜地区水産供給基盤機
能保全事業

諫早市
有喜町

長崎県
H26、H30、

H31、R3～R6
水産庁

(Ｈ26～Ｈ27、Ｈ
31)

Ｈ26～Ｈ27、Ｈ
31、R6

R6～R9 水産庁
（追加）
有喜地区漁村再生交付金
事業

諫早市
有喜町

長崎県

- 18 -



別表　３　　河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁事業概要

（大三東漁港）

機能保全調査 1 式

南防波堤 L= 75 m

北防波堤A L= 81 m

菅物揚場 L= 64 m

菅A物揚場 L= 82.0 m

防砂堤 L= 70 m

泊地 1 式

（湯江漁港）

機能保全調査 1 式

航路 1 式

泊地 1 式

（三会漁港）

機能保全調査 1 式

（久木山漁港）

機能保全調査 1 式
（早崎漁港）
機能保全調査 1 式
A船溜 A= 7,871 m2
航路 A= 1,200 m2
（有家漁港）

機能保全調査 1 式

防波堤（東） L= 265.0 ｍ

航路 A= 14,400 ㎡

小川泊地 A= 10,000 ㎡

（京泊漁港）

機能保全調査 1 式

東泊地 V= 1,657 ｍ3

西泊地 V= 1,694 ｍ3

水ノ浦田ノ平泊地 V= 2,411 ｍ3

西浜泊地 V= 1,731 ｍ3

西浜水ノ浦泊地 V= 425 ｍ3

中ノ場泊地 V= 1,628 ｍ3

日切泊地 V= 335 ｍ3

日切新泊地 V= 86 ｍ3

（富津・木津漁港）

機能保全調査 1 式

（千千石漁港）

機能保全調査 1 式

（飛子・木指漁港）

機能保全調査 1 式

木指泊地 V= 1,050 ｍ3

金浜泊地 V= 2,850 ｍ3

飛子泊地 V= 2,250 ｍ3

（大正漁港）

機能保全調査 1 式

（江ノ浦漁港）

機能保全調査 1 式

-2.0ｍ物揚場（C） 1 式

-2.0ｍ物揚場（D） 1 式

係船護岸（A） 1 式

係船護岸（B） 1 式

係船護岸（C) 1 式

（B）泊地 1 式

（C）泊地 1 式

（野母漁港）

機能診断 1 式

（樺島漁港）

機能診断 1 式

（有喜漁港）

機能診断 1 式

（京泊漁港）

機能診断 1 式
護岸(改良) L= 260 ｍ

為石漁港海岸保全施設整
備事業

離岸堤 L= 150 ｍ 長崎市為石町 長崎市 H24～R8 水産庁

江ノ浦地区水産物供給基
盤機能保全事業

水産庁
（H29、H31～

R5）
H29、H31～R8

諫早市
諫早市
飯盛町

大三東地区水産物供給基
盤機能保全事業

島原市
有明町

島原市

(Ｈ24、Ｈ27～Ｈ
30、R5)

Ｈ24、Ｈ27～Ｈ
30、R5～R6

水産庁

湯江地区水産物供給基盤
機能保全事業

島原市
有明町

島原市 Ｈ25、Ｈ28、Ｈ31 水産庁

三会地区水産物供給基盤
機能保全事業

島原市 島原市 Ｈ29 水産庁

久木山地区水産物供給基
盤機能保全事業

南島原市
口之津町

南島原市 Ｈ24、Ｈ28 水産庁

有家地区水産物供給基盤
機能保全事業

南島原市
有家町

南島原市
Ｈ24、Ｈ28～Ｈ

31
水産庁

京泊地区水産物供給基盤
機能保全事業

雲仙市
南串山町

雲仙市 H28、H31～R3 水産庁

富津・木津地区水産物供
給基盤機能保全事業

雲仙市
小浜町

雲仙市 Ｈ28 水産庁

千々石地区水産物供給基
盤機能保全事業

雲仙市
千々石町

雲仙市 Ｈ28 水産庁

飛子・木指地区水産物供
給基盤機能保全事業

雲仙市
小浜町

雲仙市 H28、H31～R3 水産庁

大正地区水産物供給基盤
機能保全事業

雲仙市
瑞穂町

雲仙市 Ｈ28 水産庁

野母地区漁港施設機能強
化事業

長崎市
野母町

長崎県 Ｈ26～Ｈ27 水産庁

樺島地区漁港施設機能強
化事業

長崎市
野母崎樺島町 長崎県 Ｈ26～Ｈ27 水産庁

有喜地区漁港施設機能強
化事業

諫早市
有喜町

長崎県 Ｈ26～Ｈ27 水産庁

水産庁
京泊地区漁港施設機能強
化事業

雲仙市
南串山町

長崎県 Ｈ28～Ｈ31

南島原市
口ノ津町

南島原市
（H24、H28）

H24、H28、R6
水産庁

(H23～R5)
H23～R10

水産庁
戸石漁港海岸保全施設整
備事業

長崎市
牧島町

長崎市

早崎地区水産物供給基盤
機能保全事業
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別表　３　　河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁事業概要

赤間漁港海岸保全施設整
備事業

離岸堤 L= 210 ｍ
雲仙市南串山

町
雲仙市 H26～R2 水産庁

（唐比）
江ノ浦漁港海岸保全施設
整備事業

護岸（改良） L= 271 ｍ 諫早市森山町 諫早市 Ｈ27～Ｈ30 水産庁

樺島漁港海岸保全施設整
備事業

開口部対策 1 箇所
長崎市

野母崎樺島町 長崎県 Ｈ27 水産庁

千千石漁港海岸保全施設
整備事業

離岸堤 L= 1,200 ｍ 雲仙市千々石町 雲仙市 R4～R13 水産庁

樺島漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
長崎市

野母崎樺島町 長崎県 Ｈ27 水産庁

有喜漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
諫早市
有喜町

長崎県 Ｈ27～Ｈ29 水産庁

野母漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
長崎市
野母町

長崎県 Ｈ28、Ｈ30 水産庁

千千石漁港海岸保全施設
整備事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市千々石

町
雲仙市 Ｈ31 水産庁

飛子漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市南串山

町
雲仙市 Ｈ31 水産庁

大正漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式 雲仙市瑞穂町 雲仙市 Ｈ31 水産庁

富津漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式 雲仙市小浜町 雲仙市 Ｈ31 水産庁

木津漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式 雲仙市小浜町 雲仙市 Ｈ31 水産庁

龍石漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市南有

馬町
南島原市 Ｈ31 水産庁

有家漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市有家

町
南島原市 Ｈ31 水産庁

深江漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市深江

町
南島原市 Ｈ31 水産庁

赤間漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市南串山

町
雲仙市 R2 水産庁

京泊漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市南串山

町
雲仙市 R2 水産庁

木指漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式 雲仙市小浜町 雲仙市 R2 水産庁

布津漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市布津

町
南島原市 R2 水産庁

貝崎漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市布津

町
南島原市 R2 水産庁

南有馬漁港海岸保全施設
整備事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市南有

馬町
南島原市 R2 水産庁

早崎漁港海岸保全施設整
備事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市口ノ津

町
南島原市 R2 水産庁

防波堤(A)(改良) 100 m

物揚場(±0.0ｍ)(改良) 50 m

防波堤(A)(改良) 70 m

物揚場(-2ｍ)(改良) 60 m

物揚場(-3.0ｍ)(改良) 35 m

物揚場(-2.0ｍ)(改良)(2) 210 m

橋梁(改良) 1 基

国土交通省

国土交通省

国土交通省R3～R7
南島原市

（大屋地区）

南島原市
（大泊地区）

南島原市
（須川地区）

長崎県

長崎県

長崎県 R3～R７

R3～R7須川港港整備交付金事業

口ノ津港港整備交付金事
業

口ノ津港港整備交付金事
業
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別表　３　　河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁事業概要

物揚場(-2.0ｍ)(改良) 110 m

物揚場(-2.0ｍ)(改良)(2) 40 m

浮桟橋(改良) 1 基

泊地(-4.5ｍ) 19,000 ㎡

岸壁(-4.5ｍ)(A) 80 m

岸壁(-4.5ｍ)(B) 80 m

道路 110 m

道路(改良) 460 m

西郷港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（西郷地区）
長崎県 Ｈ29 国土交通省

神代港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（神代地区）
長崎県 Ｈ29 国土交通省

多比良港海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（多比良地区）
長崎県 Ｈ29 国土交通省

多比良港海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（港町地区）
長崎県 Ｈ30 国土交通省

島原港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（三会地区）
長崎県 Ｈ28～Ｈ29 国土交通省

島原港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（大手浜地区）
長崎県 Ｈ28～Ｈ30 国土交通省

島原港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（高島地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

島原港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（船津地区）
長崎県 Ｈ28～Ｈ30 国土交通省

島原港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（外港地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

堂崎港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（堂崎地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

石田港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（石田地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

須川港海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（須川地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

口ノ津港海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（大屋地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

口ノ津港海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（口ノ津地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

口ノ津港海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（大迫地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

平江海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（浜の田地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

古部海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（道祖崎地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

道祖尾海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（道祖崎地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

大正海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（大正地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

西郷海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（西郷地区）
長崎県 Ｈ28～Ｈ29 国土交通省

国土交通省

国土交通省
南島原市

（堂崎地区）

長崎県

長崎県 R3～R7

R3～R7

堂崎港港整備交付金事業

多比良港港整備交付金事
業

雲仙市
（多比良地区）
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別表　３　　河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁事業概要

多比良海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
雲仙市

（今出地区）
長崎県 Ｈ30 国土交通省

大三東海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（大野地区）
長崎県 Ｈ27～Ｈ28 国土交通省

大三東海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（江崎地区）
長崎県 Ｈ27～Ｈ28 国土交通省

大三東海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（半田地区）
長崎県 Ｈ27～Ｈ28 国土交通省

大三東海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（金洗地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

三会海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（三会地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

安徳海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（秩父ヶ浦地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

安徳海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
島原市

（安徳地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

坂下海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（東高塩地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

石田海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（塩屋地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

田平海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（宮の坂地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

大江海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（大江地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

吉川海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（菖蒲田長浜地
区）

長崎県 Ｈ28 国土交通省

吉川海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

長寿命化計画の策定 1 式
南島原市

（菖蒲田地区）
長崎県 Ｈ28 国土交通省

江ノ浦漁港産地水産業強
化支援事業

浚渫 V= 30,000 ｍ3 諫早市 諫早市 Ｈ24 水産庁

有喜漁港生産基盤整備事
業

防波堤(Ａ) L= 20 ｍ 諫早市
（諫早市）
長崎県

Ｈ24 水産庁

湯江地区強い水産業づくり
交付金

車止め L= 30 ｍ 島原市 島原市 Ｈ29 水産庁

大三東地区強い水産業づく
り交付金

車止め L= 78 ｍ 島原市 島原市 Ｈ29 水産庁

猛島地区強い水産業づくり
交付金

車止め L= 119 ｍ 島原市 島原市 Ｈ29 水産庁

千々石地区強い水産業づく
り交付金

車止め L= 241 ｍ
雲仙市

千々石町
雲仙市 Ｈ26 水産庁

木津地区強い水産業づくり
交付金

車止め L= 201 ｍ
雲仙市
小浜町

雲仙市 Ｈ26 水産庁

富津地区強い水産業づくり
交付金

車止め L= 156 ｍ
雲仙市
小浜町

雲仙市 Ｈ26～Ｈ29 水産庁

木指地区水産業強化支援
事業

車止め L= 295 ｍ
雲仙市
小浜町

雲仙市 Ｈ29、Ｈ31 水産庁

戸石地区水産業強化支援
事業

車止め L= 121 ｍ 長崎市牧島町 長崎市 Ｈ31 水産庁

為石地区水産業強化支援
事業

車止め L= 100 ｍ 長崎市為石町 長崎市 Ｈ31 水産庁
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別表　３　　河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業

事業名 事業実施箇所 事業主体
事業期間
（予定）

所管省庁事業概要

樺島地区水産業強化支援
事業

車止め L= 86 ｍ
長崎市

野母崎樺島町
長崎県 R2 水産庁

浮桟橋 N= 1 基

臨港道路 L= 120 ｍ

（道路改良） L= (22)

橋梁（改良） N= 3 基

野母地区港整備交付金 車止め L= 618 ｍ
長崎市
野母町

長崎県 Ｈ27～Ｈ30 水産庁

樺島地区港整備交付金 車止め L= 295 ｍ
長崎市

野母崎樺島町 長崎県 Ｈ27～Ｈ30 水産庁

たちばな漁港港整備交付
金事業

車止め L= 319 ｍ
長崎市
戸石町

長崎市 R3～R4 水産庁

加津佐漁港港整備交付金
事業

車止め L= 98 ｍ
南島原市
加津佐町

長崎県 R3～R4 水産庁

堤防 L= 11 ｍ

樋門 １箇所

排水機場 １箇所

堤防 L= 2,344 ｍ

(1500)

消波 L= 1,519 ｍ

森林環境保全整備事業
（3,018）
2,696

ha
諫早市
他4市

地方公共団
体

森林整備法
人

森林組合

R3-R7 林野庁

ふるさと林道緊急整備事業 1,646 m 諫早市 諫早市 Ｈ14～Ｈ16 林野庁

1,087
m

森林管理道　改良　（３路線）

（４路線）１路線 988

6,937 m

治山事業
島原市
他４市

長崎県 H16～R７ 林野庁

美しい森林づくり基盤整備
交付金

林道の改良 諫早市 諫早市 Ｒ３～Ｒ４ 林野庁

漁場保全関連特定森林整
備事業

森林整備
荒廃した山地の復旧等

（南島原市
外2市）
諫早市

長崎県 Ｈ19～Ｒ2 水産庁

園地（芝生広場、植裁） 1 ha

野営場 2.5 ha

多良岳県立公園金泉寺公
衆便所整備事業

公衆便所（ﾊﾞｲｵ式ﾄｲﾚ） 30 ㎡
諫早市高来町

金泉寺
長崎県 Ｈ15 環境省

岸壁 L= 183 ｍ
泊地（浚渫） A= 10,450 ｍ2
用地 A= 4,400 ｍ2
道路 L= 10 ｍ

京泊地区港整備交付金
雲仙市

南串山町
雲仙市 H29～R4 水産庁

Ｈ14～Ｈ16

森林整備（人工造林、除間伐等）

森林管理道　改良・舗装　１路線

ながさき森林づくり林道整
備事業

環境省

Ｈ14～Ｒ2

m

森林管理道　舗装　６路線

海岸保全施設整備事業
（高潮対策）有馬地区

南島原市
南有馬町

長崎県 Ｈ17～Ｈ22 農林水産省

長崎県

（注）　上段の括弧書きは、変更前の当初計画等を表す。

林野庁

荒廃した山地の復旧
保安林整備　等

雲仙天草国立公園論所原
園地等整備事業

南島原市北有
馬町論所原

森林管理道　開設　１路線

諫早市（高来
町、小長井町）
南島原市（有家
町、西有家町）

諫早市
南島原市

1路線

京泊（南山串）地区水産生
産基盤整備事業

雲仙市
南串山町

雲仙市 R3～R7 水産庁

海岸保全施設整備事業
（高潮対策）有馬２期地区

南島原市
南有馬町

長崎県 H23～R3 農林水産省
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別表　４　　漁場の保全及び整備に関する事業

特例措置
の適用

7,584 空ｍ3 橘湾沿岸 H23

橘湾地区水域環境整備事業 4.0 　ｈａ ○ 橘湾沿岸 長崎県 H23～H26 水産庁

橘湾地区水産環境整備事業 12,170 ｈa ○ 橘湾地先 長崎県 H29～R2 水産庁

布津地区地域水産物供給基盤整備事業 魚礁施設 7,200 空m3
南島原市
布津町

布津町漁協
南島原市

H13～H15，
H18～H20

水産庁

有家地区地域水産物供給基盤整備事業 魚礁施設 1,224 空m3
南島原市
有家町

南島原市 H15 水産庁

島原地区漁港漁場機能高度化統合事業 魚礁施設 10,134 空m3 島原市
島原漁協
島原市

H13～H17 水産庁

小長井地区地域水産物供給基盤整備事業 17 ha ○
諫早市
小長井町

長崎県 H15～H17 水産庁

瑞穂地区地域水産物供給基盤整備事業 14.1 ha ○
雲仙市
瑞穂町

長崎県 H15～H17 水産庁

国見町地区漁港漁場機能高度化統合事業 0.4 ha ○
雲仙市国見
町

長崎県 H15～H17 水産庁

島原深江地区漁場環境保全創造事業 21.4 ha ○
島原市地先
南島原市
深江町地先

長崎県 H13～H16 水産庁

諫早湾地区漁場環境保全創造事業 8 本 ○
諫早市
小長井町
地先

長崎県 H15～H17 水産庁

深江地区漁場環境保全創造事業 0.47 ha
南島原市
深江町地先

南島原市 H15 水産庁

有明海地区漁場環境保全創造事業
148.2

㎢ ○ 有明海地先 長崎県 H20～H24 水産庁

38,060 空㎥ 橘湾沿岸

50 ha
島原半島南

西　地先

10 ha
長崎市南西
地先（一部

橘湾）

80 ha
長崎半島南

東　地先

15,000 空㎥ 有明海沿岸

30,000 空㎥ 橘湾沿岸

30 ha 有明海地先

90 ha 橘湾地先

6,000 ha 橘湾沿岸

有明海沿岸地区水産環境整備事業 85 km2 ○ 有明海地先 長崎県 H26～H30 水産庁

有明海沿岸地区水産環境整備事業 85 km2 ○ 有明海地先 長崎県 R2～R6 水産庁

橘湾沿岸地区水域環境保全創造事業
（農山漁村地域整備交付金事業）

12 km2
橘湾地先
(雲仙市地

先)
雲仙市 H26 水産庁

事業概要

長崎県

増殖施設
（覆砂）

空m3

空m3

長崎南地区特定漁港漁場整備事業

魚礁施設
（橘湾地区）

底質改善工
（海底耕耘）

増殖施設
（長崎南西）
全体計画
50ha
増殖施設
（長崎半島南
部）

底質改善工
（作澪）

底質改善工
（海底耕耘）

魚礁施設
（有明海地区）

H24～R3

底質改善工
（堆積物の除去・
耕うん）

増殖施設
（地質高調整）

Ｈ14～Ｈ23

Ｈ14～Ｈ23

有明海地先

水産庁

藻場礁着定基
質

雲仙市
国見町

所管省庁
事業実施箇

所
事業主体

事業期間
（予定）

底質改善工
（海底耕耘）

水産庁

（注）　上段の括弧書きは、変更前の当初計画等を表す。

底質改善工
（海底耕耘）

事業名

2,516長崎南地区特定漁港漁場整備事業

13,531

魚礁施設
　（橘湾地区）

魚礁施設
　（諫早湾口）

底質改善工
（堆積物の除
去）

増殖施設
（有明海地区）

魚礁施設
（橘湾地区）

魚礁施設
（有明海地区）

増殖施設
（地質高調整、
捨石）

着底基質工
（藻場造成）

底質改善工
（海底耕耘）

増殖施設
（橘湾地区）

増殖施設
（島原半島南
西）

長崎県

長崎南地区特定漁港漁場整備事業 長崎県 R4～R13 水産庁
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別表　５　　漁業関連施設の整備に関する事業

主要工種 数量 単位

漁業経営構造改善事業
漁業用作業保管施設
（クルマエビ出荷施設）

16 t/年
南島原市
深江町

南島原市 H15 水産庁

漁業経営構造改善事業
漁業用作業保管施設
（漁具倉庫）

252 ㎡
南島原市
布津町

布津町漁
協

H15 水産庁

漁業経営構造改善事業
水産物荷捌施設
（鉄骨平屋）

192 ㎡
南島原市
西有家町

南島原市 H15 水産庁

漁業経営構造改善事業
海水処理施設(閉鎖循環
式海水濾過設備)

島原市 島原市 H16 水産庁

強い水産業づくり交付金のうち経営構
造改善目標

水産物荷捌施設
（鉄骨平屋）

448 ㎡
諫早市

小長井町
小長井町

漁協
H17 水産庁

強い水産業づくり交付金のうち経営構
造改善目標

女性等活動拠点施設
（商品開発研究・
会議研修室）

235 ㎡
諫早市

小長井町
小長井町

漁協
H17 水産庁

強い水産業づくり交付金のうち経営構
造改善目標

水産鮮度保持施設
（製氷・貯氷）

2 t/日
南島原市
加津佐町

島原半島
南部漁協

H20 水産庁

強い水産業づくり交付金のうち経営構
造改善目標

水産物荷捌施設
（鉄骨平屋）

216 ㎡
長崎市
戸石町

長崎市
たちばな

漁協
H20 水産庁

強い水産業づくり交付金のうち経営構
造改善目標

漁船保全修理施設
（台車・ウインチ小屋）

3 線
諫早市
有喜町

橘湾中央
漁協

H21 水産庁

産地水産業強化支援事業
水産鮮度保持施設
（製氷・貯氷）

3 t/日
長崎市
戸石町

長崎市
たちばな

漁協
H25 水産庁

産地水産業強化支援事業
漁船保全修理施設
（軌条・台車・
転倒防止装置）

2 線
南島原市
加津佐町

島原半島
南部漁協

H26 水産庁

産地水産業強化支援事業
水産物荷捌施設
（鉄骨平屋）

108 ㎡
南島原市
南有馬町

島原半島
南部漁協

H26 水産庁

産地水産業強化支援事業
燃油補給施設
（10ＫＬタンク・自動給油機） 1 基

島原市
有明町

有明漁協 H27 水産庁

水産業強化支援事業
漁業作業軽労化機能整
備
（ホイストクレーン）

2 トン吊
長崎市
戸石町

長崎市
たちばな

漁協
H29 水産庁

水産業競争力強化緊急施設整備事業
鮮度保持施設
（製氷・貯氷施設、冷凍
庫）

製氷
貯氷
冷凍
庫

3.5ｔ
10ｔ
140ｔ

長崎市
脇岬町

野母崎
三和漁協

H29
H30繰越

水産庁

水産業競争力強化緊急施設整備事業

作業保管施設・鮮度保持
施設
（倉庫および冷凍庫の整
備）
（冷凍保管施設、冷凍庫）

諫早市
小長井町

諫早湾漁
業協同組
合

R3 水産庁

事業期間
（予定）

所管省庁事業名
事業概要 事業実施

箇所
事業主体
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別表　５　　漁業関連施設の整備に関する事業

主要工種 数量 単位

事業期間
（予定）

所管省庁事業名
事業概要 事業実施

箇所
事業主体

水産業強化支援事業
鮮度保持施設
（製氷・貯氷施設）

製氷
貯氷

1ｔ
3ｔ

南島原市
深江町

深江町
漁協

H31 水産庁

新世紀水産業育成事業（県単）等
水産加工販売施設、
養殖施設　等

有明海沿岸
市、漁協、
県漁連

H14～H22 －

新生水産県ながさき総合支援事業（県単）等
水産加工販売施設、
養殖施設　等

有明海沿岸
市、漁協、
県漁連

H23～H26 －

新水産業収益性向上・活性化支援事業（県単）等
水産加工販売施設、
養殖施設　等

有明海沿岸
市、漁協、
県漁連

H27～H29 －

新水産業経営力強化支援事業（県単）
水産加工販売施設、
養殖施設　等

有明海沿岸
市、漁協、
県漁連

（H30～）
H30～R2

－

水産業競争力強化緊急施設整備事業
諫早市

小長井町
諫早湾
漁協

R1
R2繰越

水産庁

水産業競争力強化緊急施設整備事業
雲仙市
京泊

雲仙市
R1

R2繰越
水産庁

成長産業化のための養殖産地育成事
業

養殖施設の整備等
有明海、橘

湾沿海
漁協等 Ｈ31～Ｒ3 －

持続可能な新水産業創造事業（県単）
水産加工販売施設、
養殖施設　等

有明海沿岸
市、漁協、

県漁連
（R3～）
R3～R4

－

ながさき型マーケット・イン養殖産地育
成事業

養殖施設の整備等
有明海、橘

湾沿海
漁協等 R4～R6 －

漁協経費負担軽減対策事業（県単）
冷凍庫、製氷機等
※省エネにつながる機器
の更新

有明海、橘
湾沿海

漁協 R4～R5 内閣府

新たにチャレンジ水産経営応援事業
（県単）

水産加工販売施設、
養殖施設、海業関連施設
等

有明海、橘
湾沿海

漁協 R5～ －

（注）　上段の括弧書きは、変更前の当初計画等を表す。

荷さばき施設

漁船保全修理施設
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別表　６　　その他海域環境の保全及び整備に関し今後国・県で協議の上実施を検討する事業

事業概要 事業実施箇所

着定基質工 有明海沿岸

リサイクル品や天然素材（間伐材、
貝殻等）を用いた魚礁設置

有明海沿岸

小規模藻場造成
沈船魚礁　　　等

有明海沿岸

承水路整備
（作澪）

諫早市小長井町沖

覆砂

（諫早市小長井町沖及び
雲仙市瑞穂町沖）

諫早市小長井町沖、雲仙市瑞穂町沖、
雲仙市国見町沖

潮流制御施設
（潮流制御ブロック）

諫早市小長井町沖

大型魚礁整備 雲仙市国見町沖

（注）　上段の括弧書きは、変更前の当初計画等を表す。
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